
土木工事施工管理基準　新旧対照表
土木工事施工管理基準（まえがき）

改定理由
旧（令和3年3月版）

土木工事施工管理基準
新（令和3年10月版）

土木工事施工管理基準
７． その他 ７． その他

工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成 受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成

後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等 後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等

を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対 を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対

しただちに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

３次元データによる出来形管理 ３次元データによる出来形管理

　土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、 　土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「空中写真測量 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管

（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機搭載型レー 理の場合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測

ザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形 技術（断面管理の場合）｣の規定によるものとする。

管理要領（土工編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領

（土工編）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（案）」

または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）」の規定によるものとする。

　舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準 　舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準
のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）」、「ＴＳ のほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面
等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）」、「地上移動体搭載型レーザー 管理の場合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計
スキャナを用いた出来形管理要領（案）」または「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた 測技術（断面管理の場合）｣の規定によるものとする。
出来形管理要領（舗装工事編）」の規定によるものとする。
　浚渫工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準 　浚渫工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準
のほか、「音響測深器を用いた出来形管理要領（河川浚渫）（案）」、「施工履歴データ ほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）河川浚渫工編 ｣の規定によ
を用いた出来形管理要領（河川浚渫）（案）」の規定によるものとする。 るものとする。
　なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を 　なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を
3次元空間上に再現するために必要なデータである。 3次元空間上に再現するために必要なデータである。

3次元計
測技術を
用いた出
来形管理
要領（案）
の策定に
よる改
定。

3次元計
測技術を
用いた出
来形管理
要領（案）
の策定に
よる改
定。

（１）

（2） （2）

（１）



土木工事施工管理基準　新旧対照表

出来形管理基準 第01編 共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

個々
の計
測値

平場 標高較
差

±50 ±300

法面（小
段含む）

水平ま
たは標
高較差

法面（小
段含む）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「音響測深機器を用いた出来
形管理要領（河川浚渫）（案）」、「施
工履歴データを用いた出来形管理
要領（河川浚渫工事編）（案）」に基
づき出来形管理を面管理で実施す
る場合、そのほか本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合
に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±100mmが含まれてい
る。

３．計測は平場面と法面の全面と
し、すべての点で設計面との標高較
差を算出する。計測密度は１点
/m2(平面投影面積当たり）以上とす

3 掘削工
（水中部）
（面管理の場合）

±300

±70

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）河川浚渫工編」
に基づき出来形管理を面管理で実
施する場合、そのほか本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす
計測方法により出来形管理を実施
する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±100mmが含まれてい
る。

３．計測は平場面と法面の全面と
し、すべての点で設計面との標高較
差を算出する。計測密度は１点
/m2(平面投影面積当たり）以上とす
る。

平均
値

個々
の計
測値

標高較
差

±300

水平ま
たは標
高較差

±50平場

２２ 1

２

3 掘削工
（水中部）
（面管理の場合）

掘削工
（面管理の場合）

改定理由

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナー
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方
式を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-Ｇ
ＮＳＳを用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。同様に、標高
方向に±５cm以内にある計測点は
水平較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

旧（令和2年10月版）

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
基準高は掘削部の両端で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は掘削部の
両端で測定。

±50

法長－４％

掘削工

法長ℓ

１
共
通
編

-200ℓ＜５ｍ -200

ℓ≧５ｍ

平均
値

個々
の

計測
値

基　準　高　▽ 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は掘削部の
両端で測定。

新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1 掘削工

法長ℓ
ℓ≧５ｍ 法長－４％

２ 掘削工
（面管理の場合）

平均
値

個々
の

計測
値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 多点計
測技術（面管理の場合）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、
その他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により出
来形管理を実施する場合に適用す
る。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。同様に、標高
方向に±５cm以内にある計測点は
水平較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

平場 標 高 較
差

±50 ±150

法面
（小段含
む）

水 平 ま
た は 標
高較差

±70 ±160

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

基　準　高　▽１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

±160

±50

ℓ＜５ｍ

平場 標 高 較
差

±50 ±150

法面
（小段含
む）

水 平 ま
た は 標
高較差

±70

±300±70

平均
値

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

小段

平場



土木工事施工管理基準　新旧対照表

出来形管理基準 第01編 共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

※ た だ
し 、 こ こ
で の 勾
配は、鉛
直 方 向
の長さ１
に 対 す
る、水平
方 向 の
長 さ Ｘ を
Ｘ割と表
したもの

標 高 較
差

-60 -170 法面
4割≧勾
配（小段
含む）

標 高 較
差

-60

平均
値

個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 多点計
測技術（面管理の場合）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、
その他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により出
来形管理を実施する場合に適用す
る。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度
は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

-150

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

天端 標 高 較
差

-50 -150 天端 標 高 較
差

-50

-50 -170

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナー
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方
式を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-Ｇ
ＮＳＳを用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度
は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

３ ２

-170

盛土工
（面管理の場合）

２ 盛土工
（面管理の場合）

平均
値

法面
4割＜勾
配

標 高 較
差

-50

ℓ≧５ｍ 法長－２％ ℓ≧５ｍ 法長－２％

※ た だ
し 、 こ こ
で の 勾
配は、鉛
直 方 向
の長さ１
に 対 す
る、水平
方 向 の
長 さ Ｘ を
Ｘ割と表
したもの

-170 法面
4割＜勾
配

標 高 較
差

幅　ｗ1，ｗ2 -100

-503 1 盛土工 基　準　高　▽

-100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は各法肩で
測定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

法長ℓ
ℓ＜５ｍ -100

法長ℓ
ℓ＜５ｍ

3 1 盛土工 基　準　高　▽ -50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は各法肩で
測定。

幅　ｗ1，ｗ2

法面
4割≧勾
配（小段
含む）

個々の
計測値

-100

2ｗ

ｗ1

ℓ
ℓ

ℓ

▽
2ｗ

ｗ1

ℓ

ℓ
ℓ

▽

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点



土木工事施工管理基準　新旧対照表

出来形管理基準 第01編 共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

２

平均
値

基　準　高　▽

個々
の

計測
値

平場 標 高 較
差

±50

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

掘削工

水 平 ま
た は 標
高較差

掘削工
（面管理の場合）

±70 ±160

掘削工

法面
（ 軟 岩
Ⅰ）
（小段含
む）

水平ま
たは標
高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナー
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方
式を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-Ｇ
ＮＳＳを用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。同様に、標高
方向に±５cm以内にある計測点は
水平較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

標 高 較
差

±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。
基準高は、道路中心線及び端部で
測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は、道路中
心線及び端部で測定。

水平ま
たは標
高較差

-200

2 掘削工
（面管理の場合）

法長ℓ
ℓ＜５ｍ

基　準　高　▽

法面
（小段
含む）

平場

法長ℓ
ℓ＜５ｍ -200

ℓ≧５ｍ 法長－４％

幅　　　　　ｗ

個々
の

計測
値

±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は、道路中
心線及び端部で測定。

2

法面
（小段
含む）

±330

±150

±70

±70 ±160

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を面管理で実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来
形管理を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。同様に、標高
方向に±５cm以内にある計測点は
水平較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

-100

平均
値

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

２

法長－４％

幅　　　　　ｗ -100

ℓ≧５ｍ

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

±50

±150

法面
（ 軟 岩
Ⅰ）
（小段含
む）

水 平 ま
た は 標
高較差

±70 ±330

ｗ

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

ℓ

ℓ

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

ℓ

ℓ

ｗ

小段

平場



土木工事施工管理基準　新旧対照表

出来形管理基準 第01編 共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナー
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方
式を用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-Ｇ
ＮＳＳを用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理
を実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度
は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

２ ３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

天端 標 高 較
差

±50 ±150 天端 標 高 較
差

±50 ±150

法面
（小段含
む）

平均
値

個々
の計
測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 多点計
測技術（面管理の場合）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、
その他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により出
来形管理を実施する場合に適用す
る。
２．個々の計測値の規格値には計測
精度として±50mmが含まれている。
３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度
は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．法肩、法尻から水平方向に±５
cm以内に存在する計測点は、標高
較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する一つ
の面とすることを基本とする。規格値
が変わる場合は、評価区間を分割
するか、あるいは規格値の条件の最
も厳しい値を採用する。

標 高 較
差

±80 ±190法面
（小段含
む）

２ 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

平均
値

個々
の計
測値

標 高 較
差

±80 ±190

幅　　　ｗ1,ｗ2 -100 幅　　　ｗ1,ｗ2

３
４

路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

-100

路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50m）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
ただし「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は、道路中
心線及び端部で測定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

法長ℓ
ℓ＜５ｍ -100

法長ℓ
ℓ＜５ｍ -100

ℓ≧５ｍ 法長－２％

1

ℓ≧５ｍ 法長－２％

３
４

1 路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50m）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管
理要領（土工編）(案)」の規定により
測点による管理を行う場合は、設計
図書の測点毎。基準高は、道路中
心線及び端部で測定。

2ｗ

ｗ1

2ｗ

ｗ1

ℓ
ℓℓ

ℓ
ℓℓ

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準　第03編 土木工事共通編①

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

※ワイヤロープ式防護柵
にも適用する

深　　さ　　ｈ -30

延　　長　　Ｌ -200

１施工箇所毎
ただし、「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領（案）舗
装工編 計測技術（断面管理
の場合）」の規定により管理を
行う場合は、延長の変化点で
測定。

１ヶ所／１施工箇所
ただし「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）舗装
工編 計測技術（断面管理の
場合）」の規定により管理を行
う場合は、延長の変化点で測
定。

3 側溝工
（暗渠工） 基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工につき２ヶ所。（な
お、製品使用の場合は、製品
寸法は、規格証明書等によ
る。）
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）舗装工編
計測技術（断面管理の場合）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

幅　　ｗ1，ｗ2 -50

1 側溝工
（プレキャストＵ型
側溝）
（Ｌ型側溝）
（自由勾配側溝）
（管渠）

基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
施工延長40ｍ（又は50ｍ）以
下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）舗装工編
計測技術（断面管理の場合）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

延　　長　　Ｌ -200

26 1 伸縮装置工
（ゴムジョイント） 据付け高さ ±3

高さについては車道端部及び
中央部の3点

表面の凹凸は長手方向（橋軸
直角方向）に3mの直線定規で
測って凹凸が3mm以下

表面の凹凸 ３

仕上げ高さ
舗装面に対し

０～－２

＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

－30 １ヶ所／１基礎毎

高　さ　ｈ －30

延　長
Ｌ

－100

8 3 路側防護柵工
（ガードケーブル）

基　礎

ケーブル取付高 Ｈ

幅　　　ｗ

１ヶ所／１施工箇所
ただし、「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領（案）舗
装工編　計測技術（断面管理
の場合）」の規定により管理を
行う場合は、延長の変化点で
測定

－2005 縁石工
（縁石・アスカー
ブ）

延　　長　　Ｌ

１施工箇所毎
ただし、「TS等光波方式を用
いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」の規定により管理
を行う場合は、延長の変化点
で測定。

深　　さ　　ｈ -30

延　　長　　Ｌ -200

3 側溝工
（暗渠工） 基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工につき２ヶ所。（な
お、製品使用の場合は、製品
寸法は、規格証明書等によ
る。）
「TS等光波方式を用いた出来
形 管 理 要 領 （ 舗 装 工 事 編）
（案）」の規定による測点の管
理方法を用いることができる。

幅　　ｗ1，ｗ2 -50

5 縁石工
（縁石・アスカー
ブ）

延　　長　　Ｌ －200 １ヶ所／１施工箇所
ただし、「TS等光波方式を用
いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）の規定により管理
を行う場合は、延長の変化点
で測定

路側防護柵工
（ガードケーブル）

基　礎

幅　　　ｗ －30

高　さ　ｈ

ケーブル取付高 Ｈ
＋30
－20

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

8 3３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

旧（令和2年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１ヶ所／１施工箇所

伸縮装置工
（ゴムジョイント） 据付け高さ ±3

３

舗装面に対し
０～－２

表面の凹凸

仕上げ高さ

26 1

1 側溝工
（プレキャストＵ型
側溝）
（Ｌ型側溝）
（自由勾配側溝）
（管渠）

-200
１ヶ所／１施工箇所
ただし、「TS等光波方式を用
いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」の規定により管理
を行う場合は、延長の変化点
で測定。

３
土
木
工
事
共

通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

１ヶ所／１基礎毎

－30

延　長
Ｌ

－100

３
土
木
工
事
共

通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

３
共
通
的
工
種

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
施工延長40ｍ（又は50ｍ）以
下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来
形 管 理 要 領 （ 舗 装 工 事 編）
（案）」の規定による測点の管
理方法を用いることができる。

延　　長　　Ｌ

改定理由

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる定。

ワイヤロープ
式LD 種【レー
ンディバイ
ダー】実施要領
（ 案）では「土
木工事共通仕
様書土木工事
共通編「路側
防
護柵工」（ガー
ドケーブル）の
工種に準拠す
る。」となってい
るため。

測定箇所を表
す挿絵が不明
瞭なため改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

31 31

高さについては車道端部及び
中央部の3点

表面の凹凸は長手方向（橋軸
直角方向）に3mの直線定規で
測って凹凸が3mm以下

Ｈ

Ｌ

ｈ

ｗ

Ｈ

Ｌ

ｈ

ｗ

ｗ1

ｗ2

h

ｗ1

ｗ2

h

仕上げ高

橋軸方向



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準　第03編 土木工事共通編①

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

改定理由

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

厚さ（裏込）ｔ2 -50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

-50

-100

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

(

張

)

工

3 1

法長
ℓ

ℓ ＜ ３ｍ -50 法長
ℓ

ℓ ＜ ３ｍ

厚さ（ブロック積
張）
ｔ1

-50
厚さ（ブロック積

張）
ｔ1

-200

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

-50

±50

厚さ（裏込）ｔ2 -50

延　　長　　Ｌ -200

基　準　高　▽

ℓ ≧ ３ｍ

延　　長　　Ｌ

基　準　高　▽ ±50５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

(

張

)

工

3 1 コンクリートブロッ
ク工
（ コ ン ク リ ー ト ブ
ロック積）
（ コ ン ク リ ー ト ブ
ロック張り）

コンクリートブロッ
ク工
（ コ ン ク リ ー ト ブ
ロック積）
（ コ ン ク リ ー ト ブ
ロック張り）

ℓ ≧ ３ｍ -100

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
ただし、「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領（案）護
岸工編」の規定による測点の
管理方法を用いることができ
る。

延　　長　　Ｌ -200

2

延　　長　　Ｌ

基　準　高　▽

-30

2 基礎工（護岸）
（プレキャスト）

基　準　高　▽ ±30 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
ただし、「TS等光波方式を用
いた出来形管理要領（護岸工
編）（案）」の規定により管理を
行う場合は、延長の変化点で
測定。

延　　長　　Ｌ -200

幅　　　　　ｗ -30 幅　　　　　ｗ -30

高　　さ　　ｈ 高　　さ　　ｈ

-200

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

3

±30基礎工（護岸）
（プレキャスト） -200

1 基礎工（護岸）
（現場打）

基　準　高　▽ ±30２
一
般
施
工

４
基
礎
工

３
土
木
工
事
共
通
編

４
基
礎
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

1 基礎工（護岸）
（現場打）

県　現行基準（H30） 県　新基準（R1）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3 基　準　高　▽ ±30 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

-30

延　　長　　Ｌ

ｗ

ｈ

ｗ

ｈ

ℓ

t1

t2

t1

t
ℓ

t1

t2

t1

t

 t1 t2

t1 t2

ℓ

 t1 t2

t1 t2

ℓ



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準　第03編 土木工事共通編①

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

県　現行基準（H30） 県　新基準（R1）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

±50

ℓ ≧ ３ｍ

5

-50

基　準　高　▽ 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

延　 　 長　　Ｌ -200

厚さ(石積・張)ｔ1 -50

基　準　高　▽

厚さ(石積・張)ｔ1

 法長  ℓ
ℓ ＜ ３ｍ -50

 法長  ℓ

石積（張）工

-100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

ℓ ＜ ３ｍ -50

-50

延　 　 長　　Ｌ -200

厚さ（裏込）　ｔ2

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

緑化ブロック工4

3

厚さ（裏込）　ｔ2

コンクリートブロッ
ク工
（天端保護ブロッ
ク）

2

5 石積（張）工

コンクリートブロッ
ク工
（連節ブロック張
り）

3５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

(

張

)

工

±50

-50

ℓ ≧ ３ｍ -100

-50

-100

延　　　長　　Ｌ -200

4

厚さ（裏込）　ｔ2

緑化ブロック工

厚さ(ブロック)ｔ1

基　準　高　▽ ±50

 法長  ℓ

ℓ ＜ ３ｍ -50

 法長  ℓ

ℓ ＜ ３ｍ -50

ℓ ≧３ｍ

-50 厚さ(ブロック)ｔ1

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

-50

厚さ（裏込）　ｔ2 -50

-100

基　準　高　▽ ±50

ℓ ≧３ｍ

3

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

延　　　長　　Ｌ -200

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

コンクリートブロッ
ク工
（天端保護ブロッ
ク）

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

延　　長　　Ｌ -200

幅　　　　　ｗ -100 幅　　　　　ｗ -100

延　　長　　Ｌ -200

基　準　高　▽ ±50基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来
形管理要領（護岸工編）（案）」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

3

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）護岸工編」
の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

-200

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

(

張

)

工

延 長  Ｌ1，Ｌ2 -200

法　　長　　ℓ -100 法　　長　　ℓ -100

延 長  Ｌ1，Ｌ2

2 コンクリートブロッ
ク工
（連節ブロック張
り）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

Ｌ1

Ｌ2

ℓ

Ｌ1

Ｌ2

ℓ

ｗ

間詰か

連結ブロッ

ｗ

ｗ

間詰か

連結ブロッ

ｗ

t1 t2

ℓ

t1 t2

ℓ

t1
t2

t1

t2

t1 t2

ℓ

t1 t2

ℓ

t1
t2

t1

t2

ℓ

t1 t2

t1 t2

ℓ

t1 t2

t1 t2



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

厚さあるい
は標高較差

改定理由

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

アスファルト
舗装工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

アスファルト
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

アスファルト
舗装工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

アスファルト
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

2 １．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

６
一
般
舗
装
工

1

7 2

7１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

7 1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

-36 -45 -5 -7 -36 -45 -5 -7
厚さあるい
は標高較差

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

アスファルト
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

アスファルト
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

アスファルト
舗装工
 
（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

7 4アスファルト
舗装工
 
（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

６
一
般
舗
装
工

６
一
般
舗
装
工
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一
般
施
工

２
一
般
施
工
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３
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

-20 -25 -3 -4 -20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3 -17 -20 -2 -3

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

平 坦 性 ―

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較差

57１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

アスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

アスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

7 アスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

アスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場
合）

6１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。
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一
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工

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上

での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積
が10,000m2以上あるいは使用する基層および
表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合で、次のいずれかに該
当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

1

基準高▽

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

６
一
般
舗
装
工

2

厚さあるい
は標高較

差

半 た わ み 性
舗装工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

2 工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

半 た わ み 性
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

６
一
般
舗
装
工

8 3 半 た わ み 性
舗装工
（ 上 層 路 盤
工）

セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

半 た わ み 性
舗装工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

半 た わ み 性
舗装工
（ 上 層 路 盤
工）

セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

半 た わ み 性
舗装工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

8１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

-36 -45 -5 -7 -36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4 -20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3 -17 -20 -2 -3

厚さあるい
は標高較差

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

厚さあるい
は標高較差

―

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

4工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

厚さあるい
は標高較

差

半 た わ み 性
舗装工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

半 た わ み 性
舗装工

（基層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

8

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

半 た わ み 性
舗装工

（表層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

２
一
般
施
工

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

半 た わ み 性
舗装工

（基層工）

（面管理の場
合）

5工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

6半 た わ み 性
舗装工

（表層工）

（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

厚さあるい
は標高較差

平 坦 性

半 た わ み 性
舗装工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

6

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

8
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10 -54 -63 -8 -10

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較

差

排 水 性 舗 装
工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

排 水 性 舗 装
工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

3 工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

排 水 性 舗 装
工

（ 上 層 路 盤
工）
セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

３
土
木
工
事
共
通
編

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

厚さあるい
は標高較差

基準高▽

2

1２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

排 水 性 舗 装
工

（ 上 層 路 盤
工）
粒 度 調 整 路
盤工

（面管理の場
合）

排 水 性 舗 装
工

（ 下 層 路 盤
工）

（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

排 水 性 舗 装
工

（ 上 層 路 盤
工）
セ メ ン ト （ 石
灰）安定処理
工

（面管理の場
合）

9

６
一
般
舗
装
工

9３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

2

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

9 3

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

19

厚さあるい
は標高較差



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

-36 -45 -5 -7 -36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4 -20 -25 -3 -4

厚さあるい
は標高較差

厚さあるい
は標高較差

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

9３
土
木
工
事
共
通
編

排 水 性 舗 装
工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

5

4

排 水 性 舗 装
工

（基層工）

（面管理の場
合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

9

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

5

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

排 水 性 舗 装
工

（基層工）

（面管理の場
合）

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

9

9

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

4 排 水 性 舗 装
工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由
工　　　　　種 測定項目

規　格　値

編 章 摘　要節 条 枝番 工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条 枝番
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ） 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所測定項目

規　格　値

10個の測定値

の平均(X10)
※測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

-17 -20 -2 -3 -17 -20 -2 -3
厚さあるい
は標高較差

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

排 水 性 舗 装
工

（表層工）

（面管理の場
合）

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

9 6３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

３
土
木
工
事
共
通
編

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

排 水 性 舗 装
工

（表層工）

（面管理の場
合）

9６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

6



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90
ｔ≧

15cm
±90

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90
ｔ≧

15cm
±90

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

測定値の平均節 条 枝番

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 1 ３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 1透 水 性 舗 装
工

（路盤工）

（面管理の場
合）

基準高▽

＋50
－10

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。
※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

透 水 性 舗 装
工

（路盤工）

（面管理の場
合）

基準高▽

＋50
－10

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。
※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。
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工
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装
工

10 2

-20 -3

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。
※歩道舗装に適用する。

透 水 性 舗 装
工

（表層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

-20 -3

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。
※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

３
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略
することが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

透 水 性 舗 装
工

（表層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

-36 -45 -5 -7 -36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4 -20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3 -17 -20 -2 -3

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番
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工

６
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装
工

11 1 グ ー ス ア ス
ファルト舗装
工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

1 グ ー ス ア ス
ファルト舗装
工

（ 加 熱 ア ス
ファルト安定
処理工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

６
一
般
舗
装
工

グ ー ス ア ス
ファルト舗装
工

（基層工）

（面管理の場
合）

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

11

２
一
般
施
工

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとのの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。
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11 2 グ ー ス ア ス
ファルト舗装
工

（基層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとのの差とする。
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編

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。
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11 3 グ ー ス ア ス
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般
施
工

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

６
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般
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装
工

11 3 グ ー ス ア ス
ファルト舗装
工

（表層工）

（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとのの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層
用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該
当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規模
は小さいものの、管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工日
数が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

-55 -66 -55 -66

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ３
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

2 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（ 下 層 路 盤
工）
（面管理の場
合）

基準高▽
２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

122 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（ 下 層 路 盤
工）
（面管理の場
合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較差

厚さあるい
は標高較

差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ３
土
木
工
事
共
通
編

4 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（粒度調整路
盤工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

4 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（粒度調整路
盤工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差
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１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

-8

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番

-55 -66 -55 -66

-20 -27 -20 -27

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 6 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（セメント（石
灰・瀝青）

安 定 処 理
工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差
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１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12 6 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（セメント（石
灰・瀝青）

安 定 処 理
工）
（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較

差
-8

-3

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

６
一
般
舗
装
工

8 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（アスファルト
中間層）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

8 コ ン ク リ ー ト
舗装工
（アスファルト
中間層）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

-3

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

±90 ±90
＋40
-15

＋50
-15

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 コ ン ク リ ー ト
舗装工

（コンクリート
舗装版工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

10 コ ン ク リ ー ト
舗装工

（コンクリート
舗装版工）
（面管理の場
合）
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工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

平 坦 性 ―

厚さあるい
は標高較

差
-22

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

-3.5

12

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 12 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（ 下 層 路 盤
工）
（面管理の場
合）

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

12 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（ 下 層 路 盤
工）
（面管理の場
合）

基準高▽基準高▽
１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較差

厚さあるい
は標高較

差

12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10

-3.5

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番

-55 -66 -55 -66

-55 -66 -55 -66

14 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート舗装版
工
（粒度調整路
盤工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

-8

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

14 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート舗装版
工
（粒度調整路
盤工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差
-8

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 16 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（セメント（石
灰・瀝青）安
定処理工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

-8

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

-8

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

厚さあるい
は標高較

差

３
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

16 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（セメント（石
灰・瀝青）安
定処理工）
（面管理の場
合）

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編 ※面管理の場合は測定値の平均

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値

の平均(X10)
※

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値

の平均(X10)
※節 条 枝番

-20 -27 -20 -27

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 18 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（アスファルト
中間層）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

厚さあるい
は標高較

差
-3

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±10mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。この場
合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

20 コンクリート
舗装工
（転圧コンク
リート版工）
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較

差

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

平 坦 性

-32 -4.5

１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。

６
一
般
舗
装
工

12 18 コ ン ク リ ー ト
舗装工
転 圧 コ ン ク
リート版工
（アスファルト
中間層）
（面管理の場
合）

目地段差 ±２

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

隣接する各目地に対して、道路中
心線及び端部で測定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

20 コンクリート
舗装工
（転圧コンク
リート版工）
（面管理の場
合）

-32 -4.5

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が2,000㎡
以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト
混合物の総使用量が500ｔ未満あるいは施工面
積が2,000㎡未満。

維持工事においては、平坦性の項目を省略す
ることが出来る。

目地段差 ±２
隣接する各目地に対して、道路中
心線及び端部で測定。

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナを用いた出
来形管理要領（案）」または「TS（ノ
ンプリズム方式）を用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・
計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用
する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±４mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側全面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該
層の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差とする。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要
領（案）の策
定による改
定。平　坦　性 ―

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)

平　坦　性 ―

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰ
ﾀｰ
(σ)2.4mm以
下
直読式(足付
き)

厚さあるい
は標高較
差

-20 -3
１．３次元データによる出来形管理
において「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編 多
点計測技術（面管理の場合）」に基
づき出来形管理を実施する場合、
その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法に
より出来形管理を実施する場合に
適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±4mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側前面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、施工前の標高値とオー
バーレイ後の標高値との差で算出
する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、オーバーレイ後の目標高さ
とオーバーレイ後の標高値との差で
算出する。

１．３次元データによる出来形管理
において「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「事情移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出 来 形管 理要 領（ 舗装 工事 編）
（案）」または「TS（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領（舗装
工事編）（案）」に基づき出来形管理
を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満
たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値には計
測精度として±4mmが含まれてい
る。
３．計測は設計幅員の内側前面と
し、全ての点で標高値を算出する。
計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。
４．厚さは、施工前の標高値とオー
バーレイ後の標高値との差で算出
する。
５．厚さを標高較差として評価する
場合は、オーバーレイ後の目標高さ
とオーバーレイ後の標高値との差で
算出する。

17 2 オーバーレイ
工
（面管理の場
合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

17 2 オーバーレイ
工
（面管理の場
合）

厚さあるい
は標高較差

-20 -3

章編 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均

( )
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均

( )節 枝番条枝番 工　　　　　種 測定項目 工　　　　　種 測定項目

規　格　値規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

旧（令和元年10月版） 新（令和2年10月版）

改定理由
編 章 節 条



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

表層安定処理工
（ICT施工の場合）

施工延長10mにつき、１測点当
たり５点以上測定。

「施工履歴データを用いた出来
形管理要領（表層安定処理・中
層地盤改良工事編）（案）」に記
載の全体改良平面図を用いて
天端幅w、天端延長Lを確認
（実測は不要）

特記仕様書
に明示

施工延長10mにつき、１測点当
たり５点以上測定。

「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）表層安定処理
等・固結工（中層混合処理）
編」に記載の全体改良平面図
を用いて天端幅w、天端延長L
を確認（実測は不要）

天 端 延 長 Ｌ

2 4 2
基　準　高　▽

法　　長　　 ℓ

天　端　幅　ｗ

表層安定処理工
（ICT施工の場合） 基　準　高　▽

法　　長　　 ℓ

天　端　幅　ｗ

天 端 延 長 Ｌ

改定理由

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

-500

-300

-500

路床安定処理工

延　　長　　Ｌ

±50

-100

±50

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測
定。
基準高は、道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。
「施工履歴データを用いた出来
形管理要領（表層安定処理等・
中層地盤改良工事編）（案）」に
よる管理の場合は、全体改良
範囲図を用いて、施工厚さt、
天端幅w、天端延長Lを確認
（実測は不要）。

基　準　高　▽

規　格　値

基　準　高　▽
路床安定処理工

幅　　　　　ｗ

-200-200

-100幅　　　　　ｗ

施 工 厚 さ ｔ -50

2

施 工 厚 さ ｔ -50

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測
定。
基準高は、道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。
「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）表層安定処理
等・固結工（中層混合処理）
編」による管理の場合は、全体
改良範囲図を用いて、施工厚
さt、天端幅w、天端延長Lを確
認（実測は不要）。

延　　長　　Ｌ

特記仕様書
に明示

-500

-300

-500

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

７
地
盤
改
良
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

７
地
盤
改
良
工

2

4

99 3 固結工
（中層混合処理） 基　準　高　▽

厚　　さ　　ｔ

幅　　　　　ｗ

延　　長　　Ｌ

1,000m3～4,000m3につき１ヶ
所、又は施工延長40m（測点間
隔25mの場合は50m）につき
１ヶ所、1,000m3以下、又は施
工延長40m(50m)井かのものは
１施工箇所につき２ヶ所。
施工厚さは施工時の改良深度
確認を出来形とする。
「施工履歴データを用いた出来
形管理要領（表層安定処理等・
中層地盤改良工事編）（案）」に
よる管理の場合は、全体改良
範囲図を用いて、施工厚さt、
幅w。延長Lを確認（実測は不
要）

3
基　準　高　▽

厚　　さ　　ｔ

幅　　　　　ｗ

延　　長　　Ｌ

1,000m3～4,000m3につき１ヶ
所、又は施工延長40m（測点間
隔25mの場合は50m）につき
１ヶ所、1,000m3以下、又は施
工延長40m(50m)井かのものは
１施工箇所につき２ヶ所。
施工厚さは施工時の改良深度
確認を出来形とする。
「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）表層安定処理
等・固結工（中層混合処理）
編」による管理の場合は、全体
改良範囲図を用いて、施工厚
さt、幅w。延長Lを確認（実測は
不要）

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

固結工
（中層混合処理） 設計値以上

設計値以上

設計値以上

設計値以上

設計値以上

設計値以上

設計値以上

設計値以上

Ｃ

ｗ

t

Ｃ

ｗ

t

①

② ③ ④

⑤

l

w,(L)

l

①

② ③ ④

⑤

l

w,(L)

l



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

10
基　準　高　▽ ±50

置 換 厚 さ ｔ -50

幅　　　　　ｗ -100

平均値 個々の計
測値

延　　長　　Ｌ -200

±80 ±190

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測
定。
基準高は、道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。
「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）表層安定処理
等・固結工（中層混合処理）
編」による管理の場合は、全体
改良範囲図を用いて、施工厚
さt、天端幅w、天端延長Lを確
認（実測は不要）。

新工種の追加
による

１．３次元データによる出来形
管理において「３次元計測技術
を用いた出来形管理要領（案）
土工編　多点計測技術（面管
理の場合）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、
その他本基準に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施
する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値に
は計測精度として±50mmが含
まれている。
３．計測は天端面と法面（小段
を含む）の全面とし、全ての点
で設計面との標高較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平
面投影面積当たり）以上とす
る。
４．法肩、法尻から水平方向に
±５cm以内に存在する計測点
は、標高較差の評価から除く。
５．評価する範囲は、連続する
一つの面とすることを基本とす
る。規格値が変わる場合は、
評価区間を分割するか、ある
いは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

新工種の追加
による

天端 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段含む）

標高較差

2

1

鉄鋼スラグ混合工
（路体・路床盛土
工　面管理の場
合）

鉄鋼スラグ混合工
（路床安定処理工
又は置換工の場
合）

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

延　　長　　Ｌ -200

３
土
木
工
事
共
通
編

1 植生工
（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工）
（植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

盛
土
法
長
ℓ

ℓ ＜ ５ｍ

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

ℓ ≧ ５ｍ 法長の－４％

-100

-200

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

切
土
法
長
ℓ

ℓ ＜ ５ｍ -200
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

盛
土
法
長
ℓ

２
一
般
施
工

ℓ ≧ ５ｍ 法長の－４％

ℓ ＜ ５ｍ -100

法長の－２％

ℓ ＜ ５ｍ

延　　長　　Ｌ

1 植生工
（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工）
（植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

法長の－２％ℓ ≧ ５ｍ ℓ ≧ ５ｍ

-200
切
土
法
長
ℓ

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14法
面工

14法
面工

2 2 ｈｈｈ



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

施工面積200㎡につき１ヶ所、
面積200㎡以下のものは、１施
工箇所につき２ヶ所。
検査孔により測定。ｔ ≧ ５㎝

法
長
ℓ

ℓ ＜ ５ｍ -200

厚
　
さ
　
ｔ

ｔ ＜ ５㎝ -10

-20

-10

-200

施工面積200㎡につき１ヶ所、
面積200㎡以下のものは、１施
工箇所につき２ヶ所。
検査孔により測定。-20

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

延　　長　　Ｌ

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40
ｍ以下のものは１施工箇所に
つき２ヶ所。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

ℓ ＜ ５ｍ

厚
　
さ
　
ｔ

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40
ｍ以下のものは１施工箇所に
つき２ヶ所。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

-200

2

ｔ ≧ ５㎝

植生工
（ 植 生 基 材 吹 付
工）
（客土吹付工）

法
長
ℓ

ｔ ＜ ５㎝

ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小
吹付厚は、設計厚の50％以上とし、平均
厚は設計厚以上。

ただし、吹付面に凹凸がある場
合の最小吹付厚は、設計厚の
50％以上とし、平均厚は設計厚
以上。

延　　長　　Ｌ

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

ℓ ≧ ５ｍ 法長の－４％ ℓ ≧ ５ｍ 法長の－４％

2

-200

植生工
（ 植 生 基 材 吹 付
工）
（客土吹付工）



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小
吹付厚は、設計厚の50％以上とし、平均
厚は設計厚以上

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

-50

-10

厚
　
さ
　
ｔ

法
長
ℓ

ℓ ＜ ３ｍ

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40
ｍ以下のものは１施工箇所に
つき２ヶ所。
測定断面に凹凸があり、曲線
法長の測定が困難な場合は直
線法長とする。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「TS等光
波方式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS（ノンプ
リ）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用い
ることができる。このほか、「地
上型レーザースキャナーを用
いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた
出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工 編 ）
（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いること
ができる。

ただし、吹付面に凹凸がある場
合の最小吹付厚は、設計厚の
50％以上とし、平均厚は設計厚
以上

200㎡につき１ヶ所以上、200㎡
以下は２ヶ所をせん孔により測
定。

ℓ ≧ ３ｍ -100 ℓ ≧ ３ｍ

延　　長　　Ｌ -200 -200

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

-50

厚
　
さ
　
ｔ

延　　長　　Ｌ

3 吹付工
（コンクリート）
（モルタル）

法
長
ℓ

ｔ ＜ ５cm -10

ｔ ≧ ５cm -20ｔ ≧ ５cm -20

ｔ ＜ ５cm

200㎡につき１ヶ所以上、200㎡
以下は２ヶ所をせん孔により測
定。

ℓ ＜ ３ｍ

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40
ｍ以下のものは１施工箇所に
つき２ヶ所。
測定断面に凹凸があり、曲線
法長の測定が困難な場合は直
線法長とする。
ただし、計測手法については、
従来管理のほかに、「３次元計
測技術を用いた出来形管理要
領（案）法面工編」で規定する
出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

-100

3 吹付工
（コンクリート）
（モルタル）



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

誤解を招く可
能性があるた
め控え長さ
は、補強材の
設計長とする
と記載。

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

法面工の鉄筋
挿入工の出来
形管理項目が
ないため。

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。

±0.03h　かつ
±300以内

-200

補強土壁工
（補強土（テール
アルメ）壁工法）
（多数アンカー式
補強土工法）
（ジオテキスタイ
ルを用いた補強
土工法）

控　え　長　さ
（補強材の設計長）

高さｈ

ｈ ＜ ３ｍ -50

ｈ ≧ ３ｍ

設計値以上

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。

１施工箇所毎

鉛　直　度　Δ

-100

15擁
壁工
共通

延　　長　　Ｌ
１施工箇所毎

３
土
木
工
事
共
通
編

鉛　直　度　Δ

２
一
般
施
工

補強土壁工
（補強土（テール
アルメ）壁工法）
（多数アンカー式
補強土工法）
（ジオテキスタイ
ルを用いた補強
土工法）

延　　長　　Ｌ

ｈ ≧ ３ｍ

基　準　高　▽

控　え　長　さ

±0.03h　かつ
±300以内

3

延　　長　　Ｌ -200

ℓ ≧ 10ｍ

-100

-30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形計測要領（案）」
で規定する出来形計測性能を
有する機器を用いることが出
来る。

4

幅　　　　　ｗ

1 1 曲線部は
設計図書
による

ℓ ≧ 10ｍ -200

幅　　　　　ｗ -30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のも
のは１施工箇所につき２ヶ所。
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形管理要領（案）法
面工編」で規定する出来形計
測性能を有する機器を用いる
ことが出来る。

枠延延長100ｍにつき１ヶ所、
枠延延長100ｍ以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形管理要領（案）法
面工編」で規定する出来形計
測性能を有する機器を用いる
ことが出来る。

高　　さ　　ｈ

１施工箇所毎
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形計測要領（案）」
で規定する出来形計測性能を
有する機器を用いることが出
来る。

法枠工
（現場打法枠工）
（ 現 場 吹 付 法 枠
工）

１施工箇所毎
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形管理要領（案）法
面工編」で規定する出来形計
測性能を有する機器を用いる
ことが出来る。

枠中心間隔  ａ ±100

延　　長　　Ｌ -200

法
長
ℓ

ℓ ＜ 10ｍ -100

曲線部は
設計図書
による

-30

枠延延長100ｍにつき１ヶ所、
枠延延長100ｍ以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を
用いた出来形計測要領（案）」
で規定する出来形計測性能を
有する機器を用いることが出
来る。

±100

-30

枠中心間隔  ａ

-200

法枠工
（現場打法枠工）
（ 現 場 吹 付 法 枠
工）

法
長
ℓ

ℓ ＜ 10ｍ

高　　さ　　ｈ

アンカー工
削 孔 深 さ  ℓ

せん孔方向　θ

設計値以上 設計値以上
全数

せん孔方向　θ ±2.5度

全数 ※鉄筋挿
入工にも
適用する

配 置 誤 差 ｄ 100 配 置 誤 差 ｄ 100

6 アンカー工
削 孔 深 さ  ℓ

±2.5度

２
一
般
施
工

14法
面工

設計値以上

-200

±50基　準　高　▽ ±50

-50

-100

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

14法
面工

6

315擁
壁工
共通

4

高さ
ｈ

ｈ ＜ ３ｍ

22＋ｙｘｄ＝

ｄ

ｙ

ｘ

θ

22＋ｙｘｄ＝

ｄ

ｙ

ｘ

θ

w

h

a

a

a

w

h

a



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第03編 土木工事共通編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

測　定　項　目 測　　定　　基　　準測　　定　　基　　準 測　定　項　目規　格　値 規　格　値

16浚
渫工
共通

3３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16浚
渫工
共通

3 浚渫船運転工
（グラブ浚渫船）
（バックホウ浚渫
船）
（面管理の場合）

個々の計
測値

＋400以下

3浚渫船運転工
（グラブ浚渫船）
（バックホウ浚渫
船）
（面管理の場合）

１．3次元データによる出来形
管理において「音響測深器を
用いた出来形管理要領（河川
浚渫）（案）」、「施工履歴データ
を用いた出来形管理要領（河
川浚渫）（案）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場
合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす
計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値に
は計測精度として±100mmが
含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段
を含む）の全面とし、全ての点
で設計面との標高較差を算出
する。計測密度は1点/m2（平
面投影面積当たり）以上とす
る。

平均
値

個々
の計
測値

±0以
下

＋400
以下

３次元計測技
術を用いた出
来形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

標高較差 標高較差

２
一
般
施
工

１．3次元データによる出来形
管理において「３次元計測技術
を用いた出来形管理要領（案）
河川浚渫工編」に基づき出来
形管理を面管理で実施する場
合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす
計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。
２．個々の計測値の規格値に
は計測精度として±100mmが
含まれている。
３．計測は平場面と法面（小段
を含む）の全面とし、全ての点
で設計面との標高較差を算出
する。計測密度は1点/m2（平
面投影面積当たり）以上とす
る。

平均値

±0以下

３
土
木
工
事
共
通
編



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第06編 河川編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 測　　定　　基　　準規　格　値
4 護岸付属物工 ５

護
岸
基
礎
工

旧（令和2年10月版）

１
築
堤
・
護
岸

６
河
川
編

７
法
覆
護
岸
工

幅　　　　　ｗ -30

基　準　高　▽ -30 -30

新（令和3年10月版）
測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

5 護岸付属物工７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

改定理由

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）護岸工編」の
規定による測点の管理方法を
用いることができる。

幅　　　　　ｗ -30

基　準　高　▽

h

ｗ

h

ｗ



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第07編 河川海岸

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

延　　長　　Ｌ -200

法長ℓ
ℓ ＜３ｍ -50

ℓ ≧３ｍ -100

厚さｔ
t ＜ 100 -20

5 コンクリート被覆
工

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長
40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）護岸工編」の
規定による観点の管理方法を
用いることができる。t ≧ 100 -30

裏 込 材 厚  t’ -50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長
40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）護岸工編」の
規定による観点の管理方法を
用いることができる。

法長ℓ
ℓ ＜ ５ｍ -100

ℓ ≧ ５ｍ ℓ×（－２％）

厚　　さ　　ｔ -50

4 海岸コンクリート
ブロック工

基　準　高　▽ ±50

延　　長　　Ｌ -200

６
護
岸
工

新（令和元年10月版）
測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

旧（平成30年10月版）

裏 込 材 厚  t’ -50

-200

延　　長　　Ｌ -200

延　　長　　Ｌ

法長ℓ
ℓ ＜３ｍ -50

ℓ ≧３ｍ -100

厚さｔ
t ＜ 100 -20

t ≧ 100

７
河
川
海
岸
編

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長
40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来形
管理要領（護岸工編）（案）」の
規定による観点の管理方法を
用いることができる。

5 コンクリート被覆
工

-30

±504 海岸コンクリート
ブロック工

６
護
岸
工

１
堤
防
・
護
岸

基　準　高　▽ ±50

法長ℓ
ℓ ＜ ５ｍ -100

ℓ ≧ ５ｍ ℓ×（－２％）

厚　　さ　　ｔ -50

基　準　高　▽

測　定　項　目 測　　定　　基　　準規　格　値
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長
40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工箇所につき２ヶ所。
「TS等光波方式を用いた出来形
管理要領（護岸工編）（案）」の
規定による観点の管理方法を
用いることができる。

ℓ

ｔ

ℓ ｔ

ｔ’

ℓ ｔ

ｔ’

ℓ

ｔ

ℓ ｔ

ｔ’

ℓ ｔ

ｔ’



土木工事施工管理基準　新旧対照表
出来形管理基準 第10編 道路編

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

３次元計
測技術を
用いた出
来形管理
要領（案）
の策定に
よる改定。

ブロックア
ウト型高
欄に測定
箇所を見
直し

３次元計
測技術を
用いた出
来形管理
要領（案）
の策定に
よる改定。

-50

旧（令和2年10月版）

―

-50高さｈ（内法）

厚　　さ　　ｔ

５
覆
　
工

3 覆工コンクリート
工

延　　長　　Ｌ

(1) 基準高、幅、高さは、施工40ｍ
につき１ヶ所。
(2) 厚　さ
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間
を１打設長の終点を図に示す各点
で測定。中間部はコンクリート打設
口で測定。
(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク
リートについて１打設長の端面（施
工継手の位置）において、図に示
す各点の巻厚測定を行う。
(ﾊ) 検測孔による巻厚の測定は図
の(1)は40ｍに１ヶ所、(2)～(3)は
100　ｍに１ヶ所の割合で行う。

なお、トンネル延長が100ｍ以下
のものについては、１トンネル当た
り２ヶ所以上の検測孔による測定
を行う。

ただし、以下の場合には、左記の
規格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付
コンクリートの部分的な突出で、設
計覆工厚の３分の１以下のもの。

なお、変形が収束しているものに
限る。
・異常土圧による覆工厚不足で、
型枠の据付け時には安定が確認
されかつ別途構造的に覆工の安
全が確認されている場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの
突出。

計測手法については、従来管理の
ほかに「３次元計測技術を用いた
出来形計測要領（案）」で規定する
出来形計測性能を有する機器を用
いることが出来る。

基準高（拱頂）

設計値以上

10
道
路
編

延　　長　　Ｌ -200

１ヶ所／１施工箇所
なお、従来管理のほかに「TS等光
波方式を用いた出来形管理要領
（舗装工事編）（案）」の規定による
測点の管理方法を用いることがで
きる。

２
舗
　
装

５
排
水
構
造
物
工

9

基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
なお、従来管理のほかに「TS等光
波方式を用いた出来形管理要領
（舗装工事編）（案）」の規定による
測点の管理方法を用いることがで
きる。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

排水性舗装用路
肩排水工

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

±50

幅　ｗ（全幅）

新（令和3年10月版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

５
排
水
構
造
物
工

9 排水性舗装用路
肩排水工

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
なお、従来管理のほかに「３次元
計測技術を用いた出来形管理要
領（案）舗装工編 計測技術（ 断面
管理の場合）」の規定による測点
の管理方法を用いることができる。

延　　長　　Ｌ -200

１ヶ所／１施工箇所
なお、従来管理のほかに「３次元
計測技術を用いた出来形管理要
領（案）舗装工編 計測技術（ 断面
管理の場合）」の規定による測点
の管理方法を用いることができる。

基　準　高　▽

10
道
路
編

２
舗
　
装

±50

―

(1) 基準高、幅、高さは、施工40ｍ
につき１ヶ所。
(2) 厚　さ
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間
を１打設長の終点を図に示す各点
で測定。中間部はコンクリート打設
口で測定。
(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク
リートについて１打設長の端面（施
工継手の位置）において、図に示
す各点の巻厚測定を行う。
(ﾊ) 検測孔による巻厚の測定は図
の(1)は40ｍに１ヶ所、(2)～(3)は
100　ｍに１ヶ所の割合で行う。

なお、トンネル延長が100ｍ以下
のものについては、１トンネル当た
り２ヶ所以上の検測孔による測定
を行う。

ただし、以下の場合には、左記の
規格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付
コンクリートの部分的な突出で、設
計覆工厚の３分の１以下のもの。

なお、変形が収束しているものに
限る。
・異常土圧による覆工厚不足で、
型枠の据付け時には安定が確認
されかつ別途構造的に覆工の安
全が確認されている場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの
突出。

計測手法については、従来管理の
ほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）トンネル工
編」で規定する出来形計測性能を
有する機器を用いることが出来る。

幅　ｗ（全幅） -50

高さｈ（内法） -50

設計値以上

延　　長　　Ｌ

５
覆
　
工

3
基準高（拱頂）

覆工コンクリート
工

厚　　さ　　ｔ

天　端　幅　ｗ1 -5～＋10

有　効　幅　員　ｗ3

-10～＋20

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

0～＋30

地　覆　の　幅　ｗ2 -10～＋20

高　　　さ　ｈ1 -20～＋30

天　端　幅　ｗ1
6
7

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

1
0
道
路
編

地　覆　の　幅　ｗ2 -10～＋20

-5～＋10

高　　　さ　ｈ1

1
0
道
路
編

１径間当たり両端と中央部の３ヶ
所測定。

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

１径間当たり両端と中央部の３ヶ
所測定。

6
7

高　　　さ　ｈ2

10
道
路
編

10
道
路
編

４
橋
梁
上
部

４
橋
梁
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

８
橋
梁
付
属
物
工

-20～＋30

高　　　さ　ｈ2 -10～＋20

有　効　幅　員　ｗ3 0～＋30

 

ｔ

(2)
(3

(4)

ＣＬ
(1)

(6)

ｗ

ｈ

覆工コンクリート

(6) (7)
S.L.

(5)

(3)

(4)

(2)
(1)

ｗ

ｈ

ｔ

ＬＣ

 

覆工コンクリー

(6) (7
S.L.

(5)

(3)

(4)

(2)
(1)

ｗ

ｈ

ｔ

ＬＣ

h

ｗ

1

1



土木工事施工管理基準　新旧対照表
品質管理基準1

工
種

種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
工
種

種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表

等による確認

粒度（2.36㎜フルイ） 舗装調査・試験法便覧 [2]-
16

2.36㎜ふるい：±12％以内基準粒度 粒度（2.36㎜フルイ） 舗装調査・試験法便覧 [2]-
16

2.36㎜ふるい：±12％以内基準粒度 ○

粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧 [2]-
16

75μmふるい：±５％以内基準粒度 粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧 [2]-
16

75μmふるい：±５％以内基準粒度 ○

アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧 [4]-
318

アスファルト量：±0.9％以内 アスファルト量抽出粒
度分析試験

舗装調査・試験法便覧 [4]-
318

アスファルト量：±0.9％以内 ○

平板載荷試験 JIS A 1215 延長40mにつき1ヶ所の割で行う。 ・確認試験である。・セメントコンクリートの路
盤に適用する。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4月）

平板載荷試験 JIS A 1215 延長40mにつき1ヶ所の割で行う。 ・確認試験である。・セメントコンクリートの路
床に適用する。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4月）

誤植

モルタルのフロー値試
験

JIS R 5201 設計値の範囲内 練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値をフ
ロー値とする。

参考値：10～18秒
（グラウンドアンカー設計施工マニュアル、平
成25年7月）

モルタルのフロー値試
験

JSCE-F 521-2018 10～18秒 Pロート
（グランドアンカー設計施工マニュアルに合わ
せる）

練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値をフ
ロー値とする。

参考値：10～18秒
（グラウンドアンカー設計施工マニュアル、平
成25年7月）

試験基準の記載にともなう

現場密度の測定※右記
試験方法（３種類）のい
ずれかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A 1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法
(舗装調査・試験法便覧
[4]-256)

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の95％以上（締固め
試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％以上
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標
準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大き
な転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大き
な機械を使用する場合や１層あたりの仕上り
厚を薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

500㎥につき１回の割合で行う。ただし、1,500㎥未
満の工事は１工事当たり３回以上。
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低値で判
定を行う。

・橋台背面アプローチ部における規格値は、
下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

【参考】
補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マ
ニュアル（平成26年8月）
道路土工－盛土工指針（平成22年4月）
道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）

現場密度の測定※右記
試験方法（３種類）のい
ずれかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A 1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法
(舗装調査・試験法便覧
[4]-256)

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の95％以上（締固め
試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％以上
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
または、設計図書による。

500㎥につき１回の割合で行う。ただし、1,500㎥未
満の工事は１工事当たり３回以上。
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低値で判
定を行う。

・橋台背面アプローチ部における規格値は、
下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

【参考】
補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マ
ニュアル（平成26年8月）
道路土工－盛土工指針（平成22年4月）
道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）

試験基準の記載にともなう

または、「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領（案）」

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、１管理単位の現場乾燥密度の平均
値が最大乾燥度密度の97％以上（締固め試
験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以上（締
固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標
準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大き
な転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大き
な機械を使用する場合や１層あたりの仕上り
厚を薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に分割して
管理単位ごとに管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準とし、１
日の施工面積が2,000㎡以上の場合、その施工面
積を２管理単位以上に分割するものとする。１管理
単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。
・500㎡未満：５点
・500㎡以上1,000㎡未満：10点
・1,000㎡以上2,000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督
員と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。
・橋台背面アプローチ部における規格値は、
下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

【参考】
RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）
（平成8年8月）
補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マ
ニュアル（平成26年8月）

または、「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領（案）」

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、１管理単位の現場乾燥密度の平均
値が最大乾燥度密度の97％以上（締固め試
験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以上（締
固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に分割して
管理単位ごとに管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準とし、１
日の施工面積が2,000㎡以上の場合、その施工面
積を２管理単位以上に分割するものとする。１管理
単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。
・500㎡未満：５点
・500㎡以上1,000㎡未満：10点
・1,000㎡以上2,000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督
員と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。
・橋台背面アプローチ部における規格値は、
下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

【参考】
RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）
（平成8年8月）
補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マ
ニュアル（平成26年8月）

試験基準の記載にともなう

改定理由

必
　
須

現場密度の測定※右記
試験方法（３種類）のい
ずれかを実施する。

施
　
工

・中規模以上の工事：定期的または随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数または抽出・ふるい分け試
験 1～2回／日

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な工事をいい、
舗装施工面積が10,000㎡あるいは使用する
基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映で
きる規模の工事をいい、同一工種の施工が数
日連続する場合で、以下のいずれかに該当す
るものをいう。
① 施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満
② 使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400
㎥以上1,000㎥未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規
模工事として取り扱うものとする。

1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t
以上のもの

【参考】
舗装施工便覧（平成18年2月）

必
須

プ
ラ
ン
ト

８
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
舗
装

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な工事をいい、
舗装施工面積が10,000㎡あるいは使用する
基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映で
きる規模の工事をいい、同一工種の施工が数
日連続する場合で、以下のいずれかに該当す
るものをいう。
① 施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満
② 使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400
㎥以上1,000㎥未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規
模工事として取り扱うものとする。

1)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t
以上のもの

【参考】
舗装施工便覧（平成18年2月）

８
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
舗
装

・中規模以上の工事：定期的または随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数
または
抽出・ふるい分け試験 1～2回／日

プ
ラ
ン
ト

1

4

ア

ン

カ
ー

工

必
　
須

施
　
工

1
5
補
強
土
壁
工

施
　
工

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

必
須

そ
の
他

そ
の
他

1
1
路
床
安
定
処
理
工
1

4

ア

ン

カ
ー

工

1
5
補
強
土
壁
工

現場密度の測定※右記
試験方法（３種類）のい
ずれかを実施する。

1
1
路
床
安
定
処
理
工

必
　
須

施
　
工

施
　
工

試験基準の記載で改行され
てない部分があり、誤解が生
じる記載となっているため

必
　
須

施
　
工



土木工事施工管理基準　新旧対照表

品質管理基準2

工
種

種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表
等による確

認

工
種

種
別

試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表
等による確

認

現場密度の測定※右
記試験方法（３種類）
のいずれかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法
(舗装調査・試験法便
覧 [4]-256)

砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の90％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%
以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％
以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施
工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法
（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用
する。

【粘性土】
・路体：自然含水比又はトラフィカビリティーが確保で
きる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦Va≦
10％又は飽和度Srが85％≦Sr≦95％。
・路床及び構造物取付け部：トラフィカビリティーが確
保できる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦Va
≦8％
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準
を適用することができる。

その他、設計図書による。

路体の場合、1,000㎥につき１回の割合で行う。
ただし、5,000㎥未満の工事は、１工事当たり３
回以上。
路床及び構造物取付け部の場合、500㎥につ
き１回の割合で行う。ただし、1,500㎥未満の工
事は１工事当たり３回以上。
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低値
で判定を行う。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

現場密度の測定※右
記試験方法（３種類）
のいずれかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法
(舗装調査・試験法便
覧 [4]-256)

砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の90％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%
以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％
以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）

【粘性土】
・路体：自然含水比又はトラフィカビリティーが確保で
きる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦Va≦
10％又は飽和度Srが85％≦Sr≦95％。
・路床及び構造物取付け部：トラフィカビリティーが確
保できる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦Va
≦8％
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準
を適用することができる。

その他、設計図書による。

路体の場合、1,000㎥につき１回の割合で行う。
ただし、5,000㎥未満の工事は、１工事当たり３
回以上。
路床及び構造物取付け部の場合、500㎥につ
き１回の割合で行う。ただし、1,500㎥未満の工
事は１工事当たり３回以上。
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低値
で判定を行う。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

試験基準の記載にともなう

現場密度の測定※右
記試験方法（３種類）
のいずれかを実施す
る。

または、「RI計器を用い
た盛土の締固め管理
要領（案）」

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、１管理単位の現場乾燥密度の平均値が最
大乾燥度密度の92％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、１管理単位の現場乾
燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97％以上（締
固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以上（締
固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施
工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法
（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用
する。
【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：自然含水比又は
トラフィカビリティーが確保できる含水比において、１
管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以下。
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準
を適用することができる。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に分割
して管理単位ごとに管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あたりの施工面積を
基準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準
とし、１日の施工面積が2,000㎡以上の場合、そ
の施工面積を２管理単位以上に分割するもの
とする。１管理単位あたりの測定点数の目安を
以下に示す。
・500㎡未満：５点
・500㎡以上1,000㎡未満：10点
・1,000㎡以上2,000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜ の場合に適用す
る。
・左記の規格値を満たしていても、規
格値を著しく下回っている点が存在し
た場合は、監督員と協議の上で、
（再）転圧を行うものとする。

【参考】
RI計器を用いた盛土の締固め管理要
領（案）　（平成8年8月）

現場密度の測定※右
記試験方法（３種類）
のいずれかを実施す
る。

または、「RI計器を用い
た盛土の締固め管理
要領（案）」

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、１管理単位の現場乾燥密度の平均値が最
大乾燥度密度の92％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、１管理単位の現場乾
燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97％以上（締
固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以上（締
固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。

【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：自然含水比又は
トラフィカビリティーが確保できる含水比において、１
管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以下。
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準
を適用することができる。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に分割
して管理単位ごとに管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あたりの施工面積を
基準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準
とし、１日の施工面積が2,000㎡以上の場合、そ
の施工面積を２管理単位以上に分割するもの
とする。１管理単位あたりの測定点数の目安を
以下に示す。
・500㎡未満：５点
・500㎡以上1,000㎡未満：10点
・1,000㎡以上2,000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜ の場合に適用す
る。
・左記の規格値を満たしていても、規
格値を著しく下回っている点が存在し
た場合は、監督員と協議の上で、
（再）転圧を行うものとする。

【参考】
RI計器を用いた盛土の締固め管理要
領（案）　（平成8年8月）

試験基準の記載にともなう

品質検査
（芯材・ナット・プレート
等）

ミルシート 設計図書による。 材料入荷時

○

定着材のフロー値試
験

JSCE-F521-2018 9～22秒 施工開始前1回および定着材の材料や配合変
更時に実施。1回の試験は測定を2回行い、測
定値の平均をフロー値とする。

定着材をセメントミルクまたはモルタ
ルとする場合

圧縮強度試験 JIS A 1108 設計図書による。 施工開始前1回および施工日ごと1回
（3本/回）

定着材をセメントミルクまたはモルタ
ルとする場合

そ
の
他

外観検査
（芯材・ナット・プレート
等）

・目視
・寸法計測

設計図書による。 材料入荷時

必
須

引き抜き試験 地山補強土法設計・施
工マニュアル

設計図書による。 ・施工全数量の3％かつ3本以上を標準とする。
・載荷サイクルは1サイクルとする。

そ
の
他

適合性試験 地山補強土法設計・施
工マニュアル

設計図書による。 ・地層ごとに3本以上を標準とする。
・載荷サイクルは多サイクルを原則とする。
・初期荷重は。5.0kNもしくは計画最大荷重の
0.1倍程度とする。

改定理由
（参考図書以外、最

終は非表示）

新（令和3年10月版）

施
　
工

必
　
須

2
1
道
路
土
工

旧（令和2年10月版）

必
　
須

施
　
工

2
1
道
路
土
工

新規追加3
5
　
鉄
筋
挿
入
工

材
料

必
須

施
工



品質管理基準2

工
種

種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表
等による確

認

工
種

種
別

試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表
等による確

認

改定理由
（参考図書以外、最

終は非表示）

新（令和3年10月版）旧（令和2年10月版）

土の締固め試験 JIS A 1210 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

CBR試験 JIS A 1211 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

土の粒度試験 JIS A 1204 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

土粒子の密度試験 JIS A 1202 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

土の含水比試験 JIS A 1203 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

土の液性限界・塑性
限界試験

JIS A 1205 【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216

土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法
と解説

土の圧密試験 JIS A 1217

土のせん断試験 地盤材料試験の方法
と解説

土の透水試験 JIS A 1218

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法
(舗装調査・試験法便
覧 [4]-256)

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の90％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%
以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％
以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）

その他、設計図書による。

路体の場合、1,000㎥につき１回の割合で行う。
ただし、5,000㎥未満の工事は、１工事当たり３
回以上。
路床及び構造物取付け部の場合、500㎥につ
き１回の割合で行う。ただし、1,500㎥未満の工
事は１工事当たり３回以上。
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低値
で判定を行う。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

または、「RI計器を用い
た盛土の締固め管理
要領（案）」

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比
において、１管理単位の現場乾燥密度の平均値が最
大乾燥度密度の92％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、１管理単位の現場乾
燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97％以上（締
固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以上（締
固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に分割
して管理単位ごとに管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あたりの施工面積を
基準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準
とし、１日の施工面積が2,000㎡以上の場合、そ
の施工面積を２管理単位以上に分割するもの
とする。１管理単位あたりの測定点数の目安を
以下に示す。
・500㎡未満：５点
・500㎡以上1,000㎡未満：10点
・1,000㎡以上2,000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜ の場合に適用す
る。
・左記の規格値を満たしていても、規
格値を著しく下回っている点が存在し
た場合は、監督員と協議の上で、
（再）転圧を行うものとする。

【参考】
RI計器を用いた盛土の締固め管理要
領（案）　（平成8年8月）

または、「TS・GNSSを
用いた盛土の締固め
管理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回
数だけ締め固められたことを確認する

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に
分割して管理単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管理
単位を複数層にまたがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況が変わる場合
には、新規の管理単位として取り扱うものとす
る。

【参考】
TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理
要領（平成24年3月）

プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧
[4]-288

路床仕上げ後全幅、全区間について実施す
る。ただし、現道打換工事、仮設用道路維持工
事は除く。

・荷重車については、施工時に用いた
転圧機械と同等以上の締固め効果を
持つローラやトラック等を用いるものと
する。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

平板載荷試験 JIS A 1215 各車線ごとに延長40ｍについて１ヶ所の割で行
う。

・セメントコンクリートの路盤に適用す
る。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

現場CBR試験 JIS A 1222 各車線ごとに延長40ｍについて１回の割で行
う。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

含水比試験 JIS A 1203 路体の場合、1,000㎥につき１回の割合で行う。
ただし、5,000㎥未満の工事は、１工事当たり３
回以上。路床の場合、500㎥につき１回の割合
で行う。ただし、1,500㎥未満の工事は１工事当
たり３回以上。

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

コーン指数の測定 舗装調査・試験法便覧
[1]-273

必要に応じて実施。（例）トラフィカビリティが悪
い時

【参考】
道路土工-盛土工指針（平成22年4
月）

たわみ量 舗装調査・試験法便覧
[1]-284（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰ
ﾑ）

プルーフローリングでの不良個所について実施

そ
の
他
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記試験方法（３種類）
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る。

新規追加当初及び土質の変化した時。

当初及び土質の変化した時。
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土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　1.写真管理基準（まえがき）

写真管理基準（案） 写真管理基準（案）

1.総　則 1.総　則

1-1 適用範囲
　　この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用
　する。
　　なお、フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、別紙1「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」による。
　　また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-1 適用範囲
　　この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用
　する。
　　また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類
　　工事写真は以下のように分類する。

1-2 工事写真の分類
　　工事写真は以下のように分類する。

別紙「フィルムカメ
ラを使用した場合
の写真管理基準
（案）」の削除に伴
う。

2.撮影 2.撮影

2-1 撮影頻度
　　  工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-1 撮影頻度
　　  工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法
　　　写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。
　　　　①　工事名
　　　　②　工種等
　　　　③　測点（位置）
　　　　④　設計寸法
　　　　⑤　実測寸法
　　　　⑥　略図
　　　小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準」に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事
　　項を記入し、整理する。
　　　また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-2 撮影方法
　　　写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。
　　　　①　工事名
　　　　②　工種等
　　　　③　測点（位置）
　　　　④　設計寸法
　　　　⑤　実測寸法
　　　　⑥　略図
　　　小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準」に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事
　　項を記入し、整理する。
　　　また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理
　　「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」、
     「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを
     用いた出来形管理要領（土工編）」、「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工
     編）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機
     搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「レーザースキャナーを
     用いた出来形管理要領（舗装工事編）」、「ＴＳを用いた出来形管理要領（舗装工事編）」
　　「施工履歴データを用いた出来形管理要領（路面切削工編）（案）」、「施工履歴データを用
　　いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）」、「施工履歴データ
　　を用いた出来形管理要領（固結工（スラリー撹拌工）編）（案）」、「３次元計測技術を用いた
　　出来形計測要領(案）」による出来形管理を行った場合に は、出来形管理写真の撮影頻度
　　及び撮影方法は同要領の規定による。
 　  また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、
     品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理
　　「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を行った場合に は、出来形管理写真の撮影頻度
　　及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。
 　  また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、
     品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

３次元計測技術
を用いた出来形
管理要領（案）の
策定による改定。

2-4 写真の省略
　　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
　　　　（1） 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
　　　　（2） 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は
　　　　　　撮影を省略するものとする。
　　　　（3）監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

2-4 写真の省略
　　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
　　　　（1） 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
　　　　（2） 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は
　　　　　　撮影を省略するものとする。

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版） 改定理由



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　1.写真管理基準（まえがき）

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版） 改定理由

2-5 写真の編集等
　　（１）写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、発注者の承諾を得た場合、サイズの変更、回転、パノラマ、全体の明るさの補正
のみ認めるものとする。
　　（２）別紙2『デジタル工事写真の小黒板情報電子化について』に基づく小黒板情報の電子的記入は（１）の写真編集には当たらない。ただし、
（１）のただし書きの補正は認めないものとする。

2-5 写真の編集等
　　（１）写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、発注者の承諾を得た場合、サイズの変更、回転、パノラマ、全体の明るさの補正
のみ認めるものとする。
　　（２）別紙2『デジタル工事写真の小黒板情報電子化について』に基づく小黒板情報の電子的記入は（１）の写真編集には当たらない。ただし、
（１）のただし書きの補正は認めないものとする。

2-6 撮影の仕様
　　写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。
　　　　（1） 写真はカラーとする。
　　　　（2）有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。（100万画素程度）
　　映像と読み替える場合は、以下も追加する。
　　　　（3）夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
　　　　（4）フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目的とする場合は、
　　　　　　監督員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-6 撮影の仕様
　　写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。
　　　　（1） 写真はカラーとする。
　　　　（2）有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。（100万画素程度）
　　映像と読み替える場合は、以下も追加する。
　　　　（3）夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
　　　　（4）フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目的とする場合は、
　　　　　　監督員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-7 撮影の留意事項
　  撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。
　　　　（1）「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
　　　　（2）不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
　　　　（3）撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
　　　　（4）撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

2-7 撮影の留意事項
　  撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。
　　　　（1）「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
　　　　（2）不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
　　　　（3）撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
　　　　（4）撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

2-8 電子媒体に記録する工事写真
　 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報基準」及び「工事完成図書の電子納品に関する運用指針
（案）」によるものとする。

2-8 電子媒体に記録する工事写真
　 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報基準」及び「工事完成図書の電子納品に関する運用指針
（案）」によるものとする。

3.整理提出 3.整理提出
　　撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督職員に提出するものとする。
　　写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。
　　（デジタル写真管理情報基準の写真管理項目にある「提出頻度写真」とは撮影箇所一覧表の「整理条件」に該当する写真をいう）
　　なお、電子媒体で提出しない場合は、別紙1「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」による。

　　撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督職員に提出するものとする。
　　写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。

別紙「フィルムカメ
ラを使用した場合
の写真管理基準
（案）」の削除に伴
う。

4. その他
　撮影箇所一覧表の用語の定義
　　(1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。
　　(2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
　　(3) 不要とは、別紙1「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」を参照のこと。

4. その他
　撮影箇所一覧表の用語の定義
　　(1)適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
　　(2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準（案）令和2年3月」を参考に監督員と提出頻度等を協議の上、取扱いを
定めるものとする。

別紙「フィルムカメ
ラを使用した場合
の写真管理基準
（案）」の削除に伴
う。

別紙1「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」
別紙2「デジタル工事写真の小黒板情報電子化（案）」

別紙1「デジタル工事写真の小黒板情報電子化（案）」 別紙「フィルムカメ
ラを使用した場合
の写真管理基準
（案）」の削除に伴
う。



土木工事施工管理基準　新旧対照表

写真管理基準 ３．撮影箇所一覧

撮影項目 撮影頻度〔時期〕 整理条件 撮影項目 撮影頻度〔時期〕
着手前 全景又は代表部分写

真
着手前１回
　　　　〔着手前〕

着手前
１枚

着手前 全景又は代表部分写
真

着手前１回
　　　　〔着手前〕

完成 全景又は代表部分写
真

施工完了後１回
　　　　〔完成後〕

施工完了後
１枚

完成 全景又は代表部分写
真

施工完了後１回
　　　　〔完成後〕

全景又は代表部分の
工事進捗状況

月１回
　　〔月末〕

不要 全景又は代表部分の
工事進捗状況

月１回
　　〔月末〕

工種、種別毎に設計図書、施
工計画書に従い施工している
ことが確認できるように適宜
　　　　〔施工中〕

適宜 工種、種別毎に設計図書、施工計画
書に従い施工していることが確認でき
るように適宜
　　　　〔施工中〕

創意工夫・社会性等に関する
実施状況が確認できるように
適宜
　　　　〔施工中〕

不要 創意工夫･社会性
等に関する実施状
況の提出資料に添
付

創意工夫・社会性等に関する実施状
況が確認できるように適宜
　　　　〔施工中〕

創意工夫･社会性等
に関する実施状況
の提出資料に添付

仮設(指定
仮設)

使用材料、仮設状
況、形状寸法

１施工箇所に１回
〔施工前後〕

代表箇所
１枚

仮設(指定仮
設)

使用材料、仮設状況、
形状寸法

１施工箇所に１回
〔施工前後〕

必要に応じて
　　　　〔発生時〕

不要 工事打合簿に添付
する。

必要に応じて
　　　　〔発生時〕

工事打合簿に添付
する。

ただし、「空中写真測量（無人
航空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は、撮影毎に1回
〔発生時〕

ただし、「空中写真測量
（無人航空機）を用いた
出来形管理要領（土工
編）（案）」による場合は、
写真測量に使用したす
べての画像

ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）における空中写
真測量（ＵＡＶ）」による場合は、撮影
毎に1回
（写真測量に使用したすべての画像
（ICONフォルダに格納））
〔発生時〕

３次元計測技術
を用いた出来
形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

ただし、「TS等光波方式を用い
た出来形管理要領（土工編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「RTK-GNSS
方式を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」、
「無人航空機搭載型レーザー
スキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「地上
移動体搭載型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」による場合は、
計測毎に1回
〔発生時〕

ただし、「TS等光波方式
を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「TS
（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土
工編）（案）」、「RTK-
GNSS方式を用いた出来
形管理要領（土工編）
（案）」、「地上型レーザー
スキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）
（案）」、「無人航空機搭
載型レーザースキャナー
を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、「地
上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工
編）（案）」による場合は、
代表箇所各１枚

ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）における地上型
レーザースキャナ（ＴＬＳ）、地上移動
体搭載型レーザースキャナー（地上
移動体搭載型ＬＳ）、無人航空機搭載
型レーザースキャナー（ＵＡＶレー
ザー）、ＴＳ（ノンプリズム方式）、ＴＳ等
光波方式、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ」による場
合は、計測毎に1回
〔発生時〕

３次元計測技術
を用いた出来
形管理要領
（案）の策定に
よる改定。

施工状況

図面との不
一致

改定理由

着手前・完
成

施工状況 工事施工中

施工中の写真

図面と現地との不一致
の写真

旧（平成30年3月版）

区分
写真管理項目

新（平成30年10月版）

図面との不
一致

施工中の写真

工事施工中

摘要摘要

着手前・完
成

図面と現地との不一
致の写真

区分
写真管理項目



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　５．出来形管理写真撮影箇所一覧表　第１編　共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」、
「無人航空機搭載型レーザー
スキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「地
上移動体搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
による場合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

　「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき写真
測量に用いた画像を納品する
場合には、写真管理に代える
ことが出来る。

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）　土工編
多点計測技術（面管理の場
合）における空中写真測量
（UAV）」に基づき写真測量に
用いた画像を納品する場合に
は、写真管理に代えることが
出来る。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」、
「無人航空機搭載型レーザー
スキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「地
上移動体搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
による場合は１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

　「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき写真
測量に用いた画像を納品する
場合には、写真管理に代える
ことが出来る。

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
に基づき写真測量に用いた
画像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

4 盛土補強工
(補強土壁工法(テールアルメ))
(多数アンカー式補強土工法)
(ジオテキスタイルを用いた補
強土工法)

厚さ 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

4 盛土補強工
(補強土壁工法(テールアルメ))
(多数アンカー式補強土工法)
(ジオテキスタイルを用いた補
強土工法)

厚さ 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

改定理由
新（令和3年10月版）

編 章 節

１
共
通
編

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

２
土
　
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

2 掘削工 法長
※右のいずれか
で撮影する。

盛土工3

条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年3月版）
写真管理項目

摘　要編

１
共
通
編

２
土
　
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

2 掘削工 法長
※右のいずれか
で撮影する。

２
土
　
工

１
共
通
編

3３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

 代表箇所
各１枚

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

盛土工  代表箇所
各１枚

１
共
通
編

２
土
　
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　５．出来形管理写真撮影箇所一覧表　第１編　共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
改定理由

新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年3月版）
写真管理項目

摘　要編

「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」、
「無人航空機搭載型レーザー
スキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「地
上移動体搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影・TS等の設置
状況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況（プリズム
が必要な場合
のみ）がわかる
ように撮影

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
による場合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影・TS等の設置
状況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況（プリズム
が必要な場合
のみ）がわかる
ように撮影

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

　「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき写真
測量に用いた画像を納品する
場合には、写真管理に代える
ことが出来る。

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
に基づき写真測量に用いた
画像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」、
「無人航空機搭載型レーザー
スキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「地
上移動体搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
による場合は１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状
況（プリズムが
必要な場合の
み）がわかるよ
うに撮影

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

　「空中写真測量（無人航空
機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき写真
測量に用いた画像を納品する
場合には、写真管理に代える
ことが出来る。

「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編多
点計測技術（面管理の場合）」
に基づき写真測量に用いた
画像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

２
土
　
工

４
道
路
土
工

３
４

１
共
通
編

法長
※右のいずれか
で撮影する。

１
共
通
編

２
土
　
工

４
道
路
土
工

2

３
４

１
共
通
編

２
土
　
工

掘削工

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

路体盛土工
路床盛土工

 代表箇所
各１枚

４
道
路
土
工

路体盛土工
路床盛土工

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

１
共
通
編

２
土
　
工

４
道
路
土
工

2掘削工 法長
※右のいずれか
で撮影する。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎
１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

 代表箇所
各１枚

7

写真管理項目
摘　要

1 アスファルト舗装工
（下層路盤工）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版）

7

新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

1 アスファルト舗装工
（下層路盤工）

改定理由

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎
１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

2 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

 代表箇所
各１枚

7 7 2 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

3 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
セメント(石灰)安定処理工

 代表箇所
各１枚

7

4 アスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

 代表箇所
各１枚

7

7 3 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
セメント(石灰)安定処理工

7 4 アスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

5 アスファルト舗装工（基層工）  代表箇所
各１枚

7６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

1 半たわみ性舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

8

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

5 アスファルト舗装工（基層工）

8 1 半たわみ性舗装工
（下層路盤工）

7 ３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

8 2 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

8 2 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

8

3３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

4 半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

 代表箇所
各１枚

8 ３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

8 3 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

8 4 半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎
１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
によりる場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

1 排水性舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

9 ３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

9 1 排水性舗装工
（下層路盤工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎
１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

2 排水性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

 代表箇所
各１枚

9 9 2 排水性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

4 排水性舗装工
(加熱アスファルト安定処理工)

 代表箇所
各１枚

9

3 排水性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

 代表箇所
各１枚

9 9 3 排水性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

9 4 排水性舗装工
(加熱アスファルト安定処理工)

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

1 グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

 代表箇所
各１枚

11

1 透水性舗装工
（路盤工）

 代表箇所
各１枚

10

グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

10 1 透水性舗装工
（路盤工）

11 1

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

12 1 コンクリート舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

12 1 コンクリート舗装工
（下層路盤工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

12 2 コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工）

 代表箇所
各１枚

12 2 コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕
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12 4 コンクリート舗装工
（アスファルト中間層）

 代表箇所
各１枚

12 コンクリート舗装工
（セメント(石灰・瀝青)安定処理
工）

 代表箇所
各１枚

12 3 コンクリート舗装工
（セメント(石灰・瀝青)安定処理
工）

12 4 コンクリート舗装工
（アスファルト中間層）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

石粉、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

石粉、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

スリップバータイ
バー寸法
、位置

80ｍに１回
〔据付後〕

スリップバータイ
バー寸法
、位置

80ｍに１回
〔据付後〕

鉄網寸法
位置

80ｍに１回
〔据付後〕

鉄網寸法
位置

80ｍに１回
〔据付後〕

平坦性 １工事１回
〔実施中〕

平坦性 １工事１回
〔実施中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

目地段差 １工事に１回 目地段差 １工事に１回

12 5 コンクリート舗装工
（コンクリート舗装版工）

 代表箇所
各１枚

12 5 コンクリート舗装工
（コンクリート舗装版工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

12 6 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
下層路盤工

 代表箇所
各１枚

12 6 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
下層路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕
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12 7 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
粒度調整路盤工

 代表箇所
各１枚

12 7 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
粒度調整路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は各層毎１工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
(案)」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）(案)」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナ－を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」による場合は各層毎1
工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

12 8 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
セメント（石灰・瀝青）安定処理
工

 代表箇所
各１枚

12 9 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
アスファルト中間層

 代表箇所
各１枚

12 8 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
セメント（石灰・瀝青）安定処理
工

12 9 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
アスファルト中間層

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

400ｍに１回
〔施工中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

平坦性 １工事１回
〔実施中〕

平坦性 １工事１回
〔実施中〕

石粉、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各層毎に１回
〔散布時〕

石粉、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各層毎に１回
〔散布時〕

鉄筋寸法、位置 80ｍに１回
〔据付後〕

鉄筋寸法、位置 80ｍに１回
〔据付後〕

横膨張目地部
ダウェルバー
寸法、位置

1施工箇所に１回
〔据付後〕

横膨張目地部
ダウェルバー
寸法、位置

1施工箇所に１回
〔据付後〕

縦そり突合せ
目地部・縦そり
ダミー目地部タ
イバー寸法、位
置

80ｍに１回
〔据付後〕

縦そり突合せ
目地部・縦そり
ダミー目地部タ
イバー寸法、位
置

80ｍに１回
〔据付後〕

平坦性 １工事に１回〔実施中〕 平坦性 １工事に１回〔実施中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
　　　〔型枠据付後〕
　　　〔スリップフォーム工法の場
合は打設前後〕
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）」、「地上移動体搭
載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）
（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（舗装工
事編）（案）」により「厚さあるいは
標高較差」を管理する場合は各層
毎１工事に1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
　　　〔型枠据付後〕
　　　〔スリップフォーム工法の場
合は打設前後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
により「厚さあるいは標高較差」を
管理する場合は各層毎１工事に1
回
〔整正後〕

目地段差 １工事に１回 目地段差 １工事に１回

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

６
一
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舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

12 11 コンクリート舗装工（連続鉄筋
コンクリート舗装工）

 代表箇所
各１枚

12 10 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）

 代表箇所
各１枚

12 10 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）

コンクリート舗装工（連続鉄筋
コンクリート舗装工）

12 11

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

６
一
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舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

13 2 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

 代表箇所
各１枚

13 1 薄層カラー舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

13 3 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

 代表箇所
各１枚

13 4 薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

 代表箇所
各１枚

13 1 薄層カラー舗装工
（下層路盤工）

13 2 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

13 4 薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

13 3 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
各層毎80ｍに１回〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
各層毎80ｍに１回〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕
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14 1 ブロック舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

13 5 薄層カラー舗装工
（基層工）

 代表箇所
各１枚

14 2 ブロック舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

 代表箇所
各１枚

13 5 薄層カラー舗装工
（基層工）

14 1 ブロック舗装工
（下層路盤工）

14 2 ブロック舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍ１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

厚さ 各層毎200ｍ１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
各層毎1工事に1回　〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

15 路面切削工 幅
厚さ（基準高）

１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）」による場合は
1工事に1回　〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

15 路面切削工 幅
厚さ（基準高）

１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は1工事に1回　〔施工
後〕

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

2 路床安定処理工 施工厚さ
幅

40ｍに１回
〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

2 路床安定処理工
（鉄鋼スラグ混合工（路床安定
処理工）の場合）

施工厚さ
幅

40ｍに１回
〔施工後〕

新工種の追
加

3 置換工 置換厚さ
幅

40ｍ又は１施工箇所に
１回
〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

3 置換工
（鉄鋼スラグ混合工（置換）の
場合）

置換厚さ
幅

40ｍ又は１施工箇所に
１回
〔施工後〕

新工種の追
加

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

14 5 ブロック舗装工（基層工）  代表箇所
各１枚

14 4 ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

 代表箇所
各１枚

14 3 ブロック舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

 代表箇所
各１枚

14 4 ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

14 3 ブロック舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

14 5 ブロック舗装工（基層工）

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

７
地
盤
改
良
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

７
地
盤
改
良
工



土木工事施工管理基準　新旧対照表
写真管理基準　5.出来形管理写真撮影箇所一覧表　第３編　土木工事共通編

撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 撮影項目 撮影頻度[時期]
写真管理項目

摘　要編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種

旧（令和2年10月版） 新（令和3年10月版）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要
改定理由

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

施工厚さ
幅

1,000m3～4,000m3につき1回、又
は施工延長40m（測点間隔25mの
場合は50m）につき1回
〔施工厚さ　施工中〕
〔幅　施工後〕

 代表箇所
各１枚

施工厚さ
幅

1,000m3～4,000m3につき1回、又
は施工延長40m（測点間隔25mの
場合は50m）につき1回
〔施工厚さ　施工中〕
〔幅　施工後〕

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

法長、
幅、
高さ、
枠中心間隔

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

法長、
幅、
高さ、
枠中心間隔

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

３次元計測
技術を用い
た出来形管
理要領（案）
の策定によ
る改定。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

14
法
面
工

 代表箇所
各１枚

2 固結工
（中層混合処理）

9

ただし、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来
形管理要領（土工編）（案）」に基づき写真測量に用
いた画像を納品する場合には、写真管理に代える
ことが出来る。

法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

14 4 1 法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）法面工編」に基づき写真測量に用いた画像を
納品する場合には、写真管理に代えることが出来
る。

ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）表層安定処理等・固結工（中層混合処理）編」
により出来形管理資料を提出する場合は、出来形
管理に関わる写真管理項目を省略できる。

ただし、「施工履歴データを用いた出来形管理要領
（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）」に
より出来形管理資料を提出する場合は、出来形管
理に関わる写真管理項目を省略できる。

ただし、（スラリー攪拌工）において、「３次元計測技
術を用いた出来形管理要領（案）固結工（スラリー
撹拌工）編」により出来形管理資料を提出する場合
は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略でき
る。

11 固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

ただし、（スラリー攪拌工）において、「施工履歴デー
タを用いた出来形管理要領（固結工（スラリー撹拌
工）編）（案）」により出来形管理資料を提出する場
合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略で
きる。

固結工
（中層混合処理）

2

9


